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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第32期

第２四半期
累計期間

第33期
第２四半期
累計期間

第32期

会計期間
自 平成29年３月１日
至 平成29年８月31日

自 平成29年11月１日
至 平成30年４月30日

自 平成29年３月１日
至 平成29年10月31日

売上高 (千円) 394,086 456,594 556,540

経常利益又は経常損失（△） (千円) △11,120 13,321 △39,684

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失（△）

(千円) △15,270 13,555 △1,033,641

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 500,000 500,000 500,000

発行済株式総数 (株) 73,692,398 73,692,398 73,692,398

純資産額 (千円) 1,088,733 80,031 70,268

総資産額 (千円) 2,934,547 1,869,974 1,920,816

１株当たり四半期純利益金額又は
四半期(当期)純損失金額（△）

(円) △0.21 0.18 △14.03

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 37.1 4.3 3.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △10,633 98,397 34,935

投資活動よる
キャッシュ・フロー

(千円) △8,147 △1,795 △10,588

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △3,677 △88,889 △4,912

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 156,756 206,362 198,649
 

　

回次
第32期

第２四半期
会計期間

第33期
第２四半期
会計期間

会計期間
自 平成29年６月１日
至 平成29年８月31日

自 平成30年２月１日
至 平成30年４月30日

１株当たり四半期純利益金額又
は四半期純損失金額（△）

(円) △0.15 0.30
 

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。
２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。
４ 平成29年５月26日開催の第31回定時株主総会決議により、決算期末を２月28日から10月31日に変更しまし

た。従って、第32期は平成29年３月１日から平成29年10月31日の８カ月間になっております。
そのため、第２四半期累計期間は、第32期（平成29年３月１日から平成29年８月31日）と第33期（平成29年
11月１日から平成30年４月30日）で対象期間が異なっております。

 

２ 【事業の内容】

該当事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変

更はありません。なお、事業等のリスクの将来に関する事項については、当四半期累計期間の末日現在において判断

したものであります。

 

　（継続企業の前提に関する重要事象等）

当社は、前事業年度において27,436千円の営業損失を計上しましたが、当第２四半期累計期間においては24,210千

円の営業利益を計上いたしました。しかしながら、一部の金融機関等からの借入に関し、期日延長の手続きを完了し

ておらず、元金弁済及び利息の支払いを延滞しております。

これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、これらの状況を早急に解消するため、以下の施策を実施しております。

　

①財務面について

物件を売却して有利子負債の圧縮を進めてまいりましたが、賃料収入がある物件をこれ以上売却することは、黒字

化に向けた施策とは逆行するため、原則いたしません。なお、資金繰りへの影響が軽微なたな卸資産については個別

対応してまいります。今後は、再建に向けたご協力を得るべく、個別に交渉を続けていく方針です。

また、金融機関等からの借入に関し、事前に状況説明を行った上で元金弁済及び利息の支払いを延滞しております

が、一部の金融機関等とは期日延長を実行しております。実行に至っていない先に関しては、引き続き期日延長や今

後の弁済方法等を含めて協議してまいります。

 

　②事業活動について

不動産分譲事業における事業提携先が手掛ける分譲マンションの代理販売は、顧客への契約・引き渡しにより手数

料収入を計上しております。また、建売については、年間４棟程度を計画、販売していく方針であり、仕込んだ土地

で着工いたしました。今期より、従来からの売買仲介事業に加え、中古住宅の再生再販に注力した事業展開を図るべ

く、仕組み作り等を行っております。

不動産賃貸管理事業につきましては、管理システムの入替による業務効率改善を図り、管理会社としての体制を整

え、「管理」における手数料収入等の増加を目指します。また、ウィークリー事業では、住宅宿泊事業法（いわゆる

「民泊新法」）の施行がありますが、従来どおりの運営を計画しております。

 
２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

平成29年５月26日開催の第31回定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認され、決算期を２月末日か

ら10月末日に変更いたしました。これにより、当第２四半期累計期間（平成29年11月１日から平成30年４月30日）

は、比較対象となる前第２四半期累計期間（平成29年３月１日から平成29年８月31日）と対象期間が異なるため、

前年同四半期との比較は行っておりません。

 

(1) 経営成績の分析

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、近隣国との政治的緊張の高まり等の懸念材料はあるものの、日本

政府による経済政策等を背景として、企業業績や雇用情勢の改善が見られており、緩やかな回復基調で推移いたし

ました。

不動産業界におきましては、不動産価格が持ち直しつつあるものの、広く地方まで普及するには時間がかかるも

のと思われます。

このような状況下、平成30年１月26日開催の第32回定時株主総会の承認を受け、監査等委員会設置会社へ以降

し、新たな経営体制となり、黒字化に向けて、各事業の再構築を進め、事業効率の最大化を図ってまいりました。

また、不動産賃貸管理事業では、年度末の社会人や大学生の異動等による繁忙時期のため主には斡旋活動に注力し

安定的な利益を計上しました。不動産分譲事業では、事業提携先が手掛ける分譲マンションが竣工したため契約者

への引き渡しを完了したことにより手数料の残額を受領しました。

その結果、当第２四半期累計期間におきましては、売上高は４億５千６百万円、営業利益は２千４百万円、経常

利益は１千３百万円、四半期純利益は１千３百万円となりました。なお、第２四半期時点における黒字化は、第25

期第２四半期決算（平成22年８月）以来、約８年ぶりとなりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①  不動産分譲事業

事業提携先が手掛ける分譲マンションが竣工したため契約者への引き渡しを完了したことで手数料の残額を受領

し、引き続き残戸数の契約を進めてまいりました。竣工済みの建売は契約を終えておりますが、引き渡しが下半期

となります。また、建売２戸の工事を進めております。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は７千７百万円、営業利益は７百万円となりました。

②  不動産賃貸管理事業

年度末の社会人や学生の異動等による繁忙時期のため主には斡旋活動に注力しました。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は３億７千８百万円、営業利益は８千万円となりました。

 
(2) 財政状態の分析

①  流動資産

当第２四半期累計期間末における流動資産は３億８百万円となり、前事業年度末に比べて３千４百万円減少し

ました。販売用不動産の減少５千１百万円が主な要因であります。

②  固定資産

当第２四半期累計期間末における固定資産は15億６千１百万円となり、前事業年度末に比べて１千６百万円減

少しました。建物の減少９百万円、投資有価証券の減少５百万円が主な要因であります。

③  流動負債

当第２四半期累計期間末における流動負債は15億７百万円となり、前事業年度末に比べて６千万円減少しまし

た。１年内返済予定の長期借入金の減少４千９百万円が主な要因であります。

④  固定負債

当第２四半期累計期間末における固定負債は２億８千２百万円となり、前事業年度末に比べて０百万円増加し

ました。長期預り敷金保証金の増加５百万円が主な要因であります。

⑤  純資産

当第２四半期累計期間末における純資産は８千万円となり、前事業年度末に比べて９百万円増加しました。

この結果、当第２四半期累計期間末の総資産は18億６千９百万円となり、前事業年度末に比べて５千万円減少

しました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、２億６百万円となりまし

た。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは９千８百万円の収入となりました。これ

は、主としてたな卸資産の減少による収入４千４百万円などによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは１百万円の支出となりました。これは、主

として有形固定資産の取得による支出２百万円などによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは８千８百万円の支出となりました。これ

は、主として長期借入金の返済による支出５千３百万円、短期借入金の返済による支出３千５百万円などによるも

のです。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

 
(5) 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、または改善する

ための対応策

当社は、前事業年度において27,436千円の営業損失を計上しましたが、当第２四半期累計期間においては24,210千

円の営業利益を計上いたしました。しかしながら、一部の金融機関等からの借入に関し、期日延長の手続きを完了し

ておらず、元金弁済及び利息の支払いを延滞しております。

これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、これらの状況を早急に解消するため、以下の施策を実施しております。

①財務面について

物件を売却して有利子負債の圧縮を進めてまいりましたが、賃料収入がある物件をこれ以上売却することは、黒字

化に向けた施策とは逆行するため、原則いたしません。なお、資金繰りへの影響が軽微なたな卸資産については個別

対応してまいります。今後は、再建に向けたご協力を得るべく、個別に交渉を続けていく方針です。

また、金融機関等からの借入に関し、事前に状況説明を行った上で元金弁済及び利息の支払いを延滞しております

が、一部の金融機関等とは期日延長を実行しております。実行に至っていない先に関しては、引き続き期日延長や今

後の弁済方法等を含めて協議してまいります。

　②事業活動について

不動産分譲事業における事業提携先が手掛ける分譲マンションの代理販売は、顧客への契約・引き渡しにより手数

料収入を計上しております。また、建売については、年間４棟程度を計画、販売していく方針であり、仕込んだ土地

で工事を着工いたしました。今期より、従来からの売買仲介事業に加え、中古住宅の再生再販に注力した事業展開を

図るべく、仕組み作り等を行っております。

不動産賃貸管理事業につきましては、管理システムの入替による業務効率改善を図り、管理会社としての体制を整

え、「管理」における手数料収入等の増加を目指します。また、ウィークリー事業では、住宅宿泊事業法（いわゆる

「民泊新法」）の施行がありますが、従来どおりの運営を計画しております。

 
当社は、引き続き、安定収益の見込める賃貸管理部門の強化、不動産売買仲介の強化、新築戸建住宅の販売の積極

的推進等を通じて、収益力を上げていく予定です。

 

(6) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 175,000,000

第１種優先株式 29,550,000

計 175,000,000
 

(注) 当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式175,000,000株、第１種優先株式29,550,000株であり、合計

では204,550,000株となりますが、発行可能株式総数は175,000,000株とする旨定款に規定しております。

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年４月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年６月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 73,692,398 73,692,398
東京証券取引所
市場第２部

単元株式数は100株で
あります。

計 73,692,398 73,692,398 ― ―
 

(注) 提出日現在において第１種優先株式は発行しておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年２月１日～
平成30年４月30日

― 73,692,398 ― 500,000 ― 50,000
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(6) 【大株主の状況】

  平成30年４月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社フージャースホール
ディングス

東京都千代田区丸の内２丁目２番３号 1,388,900 1.88

出口　保幸 埼玉県草加市 1,302,100 1.77

JPLLC CLIENT SAFEKEEPING
ACCOUNT
（常任代理人　シティバンク、
エヌ・エイ東京支店）

FOUR CHASE METROTECH CENTER, BROOKLYN,
NY 11245, U.S.A.
（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

1,199,100 1.63

UBS AG SINGAPORE
（常任代理人　シティバンク、
エヌ・エイ東京支店）

AESCHENVORSTADT 1, CH-4002 BASEL
SWITZERLAND
（東京都新宿区新宿６丁目27番30号）

1,000,000 1.36

藤井　昭 京都府京都市西京区 1,000,000 1.36

四元　秀一 大阪府大阪市鶴見区 1,000,000 1.36

加藤　福也 愛知県西尾市 1,000,000 1.36

西本　誠治 福岡県小郡市 825,000 1.12

森　文雄 東京都葛飾区 800,000 1.09

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 782,500 1.06

計 ― 10,297,600 13.97
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年４月30日現在

区  分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 3,800
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 73,675,700
 

 

736,757 ―

単元未満株式 普通株式 12,898
 

 

― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 73,692,398 ― ―

総株主の議決権 ― 736,757 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,500株（議決権25個）

含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式67株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成30年４月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社原弘産

山口県下関市細江町二丁
目２番１号

3,800 ─ 3,800 0.01

計 ― 3,800 ─ 3,800 0.01
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

当社は、平成29年５月26日開催の第31回定時株主総会決議により、決算期末を２月28日から10月31日に変更しまし

た。従って、前事業年度は平成29年３月１日から平成29年10月31日の８ヵ月間になっております。

  これに伴い、前第２四半期会計期間は、平成29年６月１日から平成29年８月31日まで、前第２四半期累計期間は、

平成29年３月１日から平成29年８月31日までとなり、当第２四半期会計期間は、平成30年２月１日から平成30年４月

30日まで、当第２四半期累計期間は、平成29年11月１日から平成30年４月30日までとなっております。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成30年２月１日から平成30年

４月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成29年11月１日から平成30年４月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、監査法人元和による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年10月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年４月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 198,649 206,362

  営業未収入金 10,395 11,127

  商品 288 220

  販売用不動産 108,484 56,633

  仕掛販売用不動産 21,575 29,315

  未収入金 7,988 8,594

  前払費用 2,534 3,569

  その他 3,567 3,362

  貸倒引当金 △10,582 △10,587

  流動資産合計 342,901 308,599

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 796,655 787,299

   構築物（純額） 346 319

   車両運搬具（純額） 1,895 2,443

   工具、器具及び備品（純額） 7,107 5,605

   土地 729,357 729,357

   有形固定資産合計 1,535,361 1,525,025

  無形固定資産   

   ソフトウエア 3,106 2,657

   電話加入権 4,265 4,265

   無形固定資産合計 7,372 6,923

  投資その他の資産   

   投資有価証券 13,176 7,722

   出資金 950 950

   破産更生債権等 213,607 213,411

   敷金及び保証金 21,054 20,754

   貸倒引当金 △213,607 △213,411

   投資その他の資産合計 35,180 29,426

  固定資産合計 1,577,914 1,561,375

 資産合計 1,920,816 1,869,974
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年10月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年４月30日)

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 14,468 19,956

  短期借入金 1,213,255 1,177,501

  1年内返済予定の長期借入金 126,315 76,407

  未払金 73,471 81,083

  未払法人税等 472 2,100

  未払消費税等 5,209 5,073

  預り金 122,022 128,818

  賞与引当金 8,510 9,890

  その他 4,485 6,443

  流動負債合計 1,568,211 1,507,272

 固定負債   

  長期借入金 202,731 199,505

  退職給付引当金 18,866 19,161

  長期預り敷金保証金 53,035 58,530

  繰延税金負債 3,556 1,895

  その他 4,145 3,578

  固定負債合計 282,336 282,670

 負債合計 1,850,548 1,789,943

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 500,000 500,000

  資本剰余金 597,753 597,753

  利益剰余金 △1,033,641 △1,020,085

  自己株式 △1,963 △1,963

  株主資本合計 62,148 75,704

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 8,119 4,326

  評価・換算差額等合計 8,119 4,326

 純資産合計 70,268 80,031

負債純資産合計 1,920,816 1,869,974
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年４月30日)

売上高 394,086 456,594

売上原価 290,693 350,012

売上総利益 103,392 106,581

販売費及び一般管理費 ※1  105,939 ※1  82,371

営業利益又は営業損失（△） △2,546 24,210

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 211 -

 貸倒引当金戻入額 - 486

 受取手数料 1,449 1,500

 為替差益 7,404 -

 その他 3,530 1,138

 営業外収益合計 12,596 3,125

営業外費用   

 支払利息 14,230 13,642

 貸倒引当金繰入額 6,556 -

 その他 383 372

 営業外費用合計 21,171 14,015

経常利益又は経常損失（△） △11,120 13,321

特別利益   

 固定資産売却益 - 462

 特別利益合計 - 462

特別損失   

 店舗閉鎖損失 3,671 -

 特別損失合計 3,671 -

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △14,792 13,784

法人税、住民税及び事業税 478 228

法人税等合計 478 228

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,270 13,555
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成29年３月１日
　至 平成29年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年11月１日
　至 平成30年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△14,792 13,784

 減価償却費 24,289 13,342

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,648 △191

 賞与引当金の増減額（△は減少） 30 1,380

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 261 294

 受取利息及び受取配当金 △212 △0

 支払利息 14,230 13,642

 固定資産売却損益（△は益） - △462

 店舗閉鎖損失 3,671 -

 売上債権の増減額（△は増加） 1,121 △732

 たな卸資産の増減額（△は増加） △22,303 44,179

 仕入債務の増減額（△は減少） △9,253 5,487

 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △2,371 5,494

 その他 △3,566 8,568

 小計 △2,246 104,786

 利息及び配当金の受取額 212 0

 利息の支払額 △6,975 △6,085

 法人税等の支払額 △1,624 △304

 営業活動によるキャッシュ・フロー △10,633 98,397

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △6,889 △2,557

 無形固定資産の取得による支出 △2,758 462

 その他 1,500 300

 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,147 △1,795

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） △600 △35,753

 長期借入金の返済による支出 △3,075 △53,135

 その他 △1 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,677 △88,889

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,458 7,713

現金及び現金同等物の期首残高 179,214 198,649

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  156,756 ※1  206,362
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社は、前事業年度において27,436千円の営業損失を計上しましたが、当第２四半期累計期間においては24,210千

円の営業利益を計上いたしました。しかしながら、一部の金融機関等からの借入に関し、期日延長の手続きを完了し

ておらず、元金弁済及び利息の支払いを延滞しております。

これらの状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、これらの状況を早急に解消するため、以下の施策を実施しております。

　

①財務面について

物件を売却して有利子負債の圧縮を進めてまいりましたが、賃料収入がある物件をこれ以上売却することは、黒字

化に向けた施策とは逆行するため、原則いたしません。なお、資金繰りへの影響が軽微なたな卸資産については個別

対応してまいります。今後は、再建に向けたご協力を得るべく、個別に交渉を続けていく方針です。

また、金融機関等からの借入に関し、事前に状況説明を行った上で元金弁済及び利息の支払いを延滞しております

が、一部の金融機関等とは期日延長を実行しております。実行に至っていない先に関しては、引き続き期日延長や今

後の弁済方法等を含めて協議してまいります。

 

　②事業活動について

不動産分譲事業における事業提携先が手掛ける分譲マンションの代理販売は、顧客への契約・引き渡しにより手数

料収入を計上しております。また、建売については、年間４棟程度を計画、販売していく方針であり、仕込んだ土地

で着工いたしました。今期より、従来からの売買仲介事業に加え、中古住宅の再生再販に注力した事業展開を図るべ

く、仕組み作り等を行っております。

不動産賃貸管理事業につきましては、管理システムの入替による業務効率改善を図り、管理会社としての体制を整

え、「管理」における手数料収入等の増加を目指します。また、ウィークリー事業では、住宅宿泊事業法（いわゆる

「民泊新法」）の施行がありますが、従来どおりの運営を計画しております。

 
しかし、これらの対応策は実施途上にあり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四

半期財務諸表には反映しておりません。
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(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

 
(四半期貸借対照表関係)

該当事項はありません。

 

(四半期損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
(自 平成29年３月１日
至 平成29年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年11月１日
至 平成30年４月30日)

支払手数料 19,223千円 17,454千円

役員報酬 17,640千円 17,610千円

給与手当 21,981千円 18,745千円

貸倒引当金繰入額 91千円 295千円

賞与引当金繰入額 2,754千円 2,468千円

退職給付費用 189千円 139千円
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間
(自 平成29年３月１日
至 平成29年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年11月１日
至 平成30年４月30日)

現金及び預金 156,756千円 206,362千円

預入期間が３か月超の定期預金及び定

期積金
― 千円 ― 千円

現金及び現金同等物 156,756千円 206,362千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成29年５月26日開催の定時株主総会の決議により、平成29年７月10日付で会社法第447条第１項の規

定に基づく資本金の減少並びに会社法452条の規定に基づく剰余金の処分を行い、欠損を補填しました。この結

果、資本金が1,050,000千円減少、資本剰余金が547,753千円増加、利益剰余金が502,246千円増加しており、当第

２四半期連結会計期間末においては、資本金が500,000千円、資本剰余金が597,753千円及び利益剰余金が△

15,270千円となっております。

 
当第２四半期累計期間(自 平成29年11月１日 至 平成30年４月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成29年３月１日 至 平成29年８月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   (単位：千円)

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期
損益計算書
計上額
(注)２

不動産
分譲事業

不動産賃貸
管理事業

売上高      

 外部顧客への売上高 14,292 379,794 394,086 ― 394,086

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 14,292 379,794 394,086 ― 394,086

セグメント利益又は損失(△) △14,938 89,100 74,161 △76,707 △2,546
 

(注) １ セグメント利益又は損失の調整額△76,707千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 平成29年11月１日 至 平成30年４月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   (単位：千円)

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期
損益計算書
計上額
(注)２

不動産
分譲事業

不動産賃貸
管理事業

売上高      

 外部顧客への売上高 77,633 378,960 456,594 ― 456,594

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 77,633 378,960 456,594 ― 456,594

セグメント利益 7,501 80,798 88,300 △64,089 24,210
 

(注) １ セグメント利益の調整額△64,089千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 

項目
前第２四半期累計期間

(自 平成29年３月１日
至 平成29年８月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年11月１日
至 平成30年４月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額(△)

△０円21銭 ０円18銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円) △15,270 13,555

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)(千円)

△15,270 13,555

普通株式の期中平均株式数(株) 73,688,598 73,688,530

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

　(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年６月14日

株 式 会 社 原 弘 産

取 締 役 会 御 中

 

監 査 法 人 元 和
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士    山野井　俊　明   ㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士    加　藤　由　久   ㊞

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社原弘産
の平成29年11月１日から平成30年10月31日までの第33期事業年度の第２四半期会計期間（平成30年２月１日から平成30
年４月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成29年11月１日から平成30年４月30日まで）に係る四半期財務諸表、す
なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社原弘産の平成30年４月30日現在の財政状態並びに同日をもって終
了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。
　
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度において27,436千円の営業損失を計上し、

当第２四半期累計期間においては24,210千円の営業利益を計上している。しかしながら、一部の金融機関等からの借入
に関し、期限延長の手続きを完了しておらず、元金弁済及び利息の支払いを延滞している。当該状況により、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されてい
る。四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反
映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報
告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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